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 大阪市は２０１２年２月９日付で、総務局長名で各所属長に対し「労使関係に関する職員ア

ンケート調査」（以下「アンケート調査」）についての指示を行い、翌１０日から１６日までの

７日間で全職員が氏名を明らかにしてアンケート調査に回答するよう、職務命令を出した。 

このアンケート調査の目的は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活

動などについて」明らかとするためであるとされている。 

 しかし、地方公務員法第３６条第２項は、地方公務員による政治活動を一部制限しているが、

公務員労働組合は何ら政治活動を制約されておらず、特定の政治家を応援することも含めて何

ら違法行為でも不適切な行為でもない。公務員個人についても、後援会活動は地公法に抵触し

ないし、現在取りざたされている「知人友人紹介カード」の提供についても、何ら地方公務員

法第３６条第２項に抵触するものではない。 

 それにもかかわらず、この間市側は「労使関係を適正なものにする」としながら、公務員労

働組合の弱体化を意図した動きを強めており、今回の「アンケート調査」もその一環であると

言わざるをえない。 

 今回のアンケート調査は、その内容においても、組合活動への参加や組合への加入、加入の

メリット、組合の力、組合費の使われ方など、大阪市の唱える調査目的とすら無関係の設問が

多数設けられており、憲法第２８条で保障される労働者の団結権侵害となり、さらには不当労

働行為として違法行為でもあることは明白である。 

 さらに、上記の設問や投票行動に関する質問は、個人の政治的信条や価値観を問う思想調査

ともいえるものであり、事態は労働組合との関係に止まらず、憲法第１９条で保障される思想

信条の自由、憲法第１３条で保障される人格権に対する侵害にまで及んでいる。 

 このようなアンケート調査を実施すること自体、違憲違法であることは明白であるが、その

うえ職務命令として、正確な回答をしなかった場合には懲戒処分を科すことを明言して強制す

るに至っては、甚だしい人権侵害である。このような明白な違法行為を地方公共団体の首長が

率先して行うこと自体、前代未聞であり信じがたいことであるが、本件は労働者だけの問題で

はなく、橋下市政下で全市民の人権保障が危機に瀕していることを端的に示している。 

大阪市は、本件アンケート調査を行うにあたっていかなる適法性チェックを行い、いかなる根

拠をもって適法であると判断したのか等について、直ちに市民に対して説明すべきであるし、

アンケート調査自体を即時中止し、既に回収したアンケート調査結果については、直ちに廃棄

されることを強く要請するものである。 

                                        以上 


